
農村コミュニティ再生・活性化支援事業（新規）

１．趣 旨
（１）農村は、食料生産の場であると共に、国土の保全等多面的機能の発揮の場として重

要な役割を有している。しかしながら、近年、過疎化、高齢化の進行や、企業の廃業

や海外移転などに伴う地域経済の活力低下など、困難な状況に直面している地域が多

く見られる。

（２）他方、農村には多様な地域資源があり、また地域に密着した地元企業も少なからず

存在する。さらに、近年ＵＪＩターン等による農村への定住等を希望する都市住民も

増加しており、今後 「団塊の世代」が定年期を迎えることからこれら中高年層を中、

心に農村への定住や長期滞在の動きが高まることが期待される。

（３）農村コミュニティの再生・活性化に向けては、こうした都市住民の農村への回帰の

動きを踏まえた都市から農村への定住を促進するとともに、定住者の活用や地域にお

ける多様な主体の連携により、農村と地域企業との連携による農業分野にとどまらな

い新たな事業の創出など、農村の地場資源と地元人材等を活かした新たな取組の役割

が期待される。しかし、こうした取組に対するノウハウや人材の不足、企業との情報

共有の不足、農村へ移住を希望する都市住民に情報提供を行う体制が未整備などの課

題を有しているのが現状である。

（４）このような中、行政の枠を越えて活動するＮＰＯ法人や団体等の多様な主体の参画

により地域づくりを推進していくことが効果的と考えられ、これらＮＰＯ法人等の参

画を促すための民間主導型の事業制度を創設し、農村コミュニティの再生・活性化を

促進する。

２．事業内容
（１）都市から農村への定住等の促進

① 定住や長期滞在の促進方策策定、新規住民を活用した集落の活性化方策の検討

② 支援体制の構築（住居、職業の生活情報などの一元的な情報提供や相談を行う体

制の構築等）

③ ＰＲ活動の実施（定住希望者への意向調査・広報活動等）

④ 新規住民等による地域文化活動や農ある暮らしの実施のための体制整備

（２）地域産業との連携の推進

① 異業種連携の推進

② 多様な主体による地域連携活動の推進

③ 地域産業集積に向けた企業誘致

④ 地域産業マネージャー育成・誘致

⑤ 人材バンクの設置・運営

３．事業実施主体等
（１）事業実施主体：ＮＰＯ法人、農業協同組合、土地改良区、その他農業者の組織する

団体、地方公共団体が出資する団体等

（２）補 助 率：１／２以内

（３）事業実施期間：平成１８年度～平成２２年度

４．平成１８年度概算決定額
２１４，６１３（ － ）千円

【担当課：農村振興局企画部農村政策課】


